
 
 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定による変更

認可の告示を受けたので、同法第６６条の規定により次のとおり公告します。 

 

令和８年４月１日 

 

川崎市長  福 田 紀 彦 

 

 
１ 都市計画事業の種類及び名称 

  川崎都市計画道路事業 ３・５・４号 丸子中山茅ヶ崎線  

同               ３・４・３号 鹿島田菅線（関連外郭部） 

 
２ 施行者の名称 

川崎市 

 

  ３ 事務所の所在 

  (１) 川崎市川崎区宮本町１番地  

川崎市建設緑政局道路河川整備部道路整備課 

  (２) 川崎市中原区下小田中２－９－１ 

川崎市建設緑政局道路河川整備部南部都市基盤整備事務所 

 

  ４ 事業地の所在 

(１) 収用の部分 

川崎市中原区小杉陣屋町１丁目、小杉陣屋町２丁目、小杉御殿町１

丁目及び小杉御殿町２丁目地内 

  (２) 使用の部分 

     なし 
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